
別記１ 

業 務 概 要 書 

 

１ 業務概要 

（１）業務名  

海岸保全基本計画変更業務委託（海岸交付） 

 

（２）業務箇所  

勿来海岸外 いわき市勿来町関田須賀地内外 

 

（３）業務箇所に関係する管内 

    県内 

【位置図】 

 

 

（４）業務内容 

 

①種  別   土木設計 

 

②業務内容   海岸保全基本計画変更業務  一式 

 

③工期（予定） ３０３日間 

 

   

※ 別記２「配置予定技術者の技術力に対する評価」（地域

精通度）の評価対象となる管内を記載しています。 



２ 業務の背景・目的・課題等 

（１）業務の背景 

福島県においては、平成 16年 11 月に海岸保全基本計画を策定した。その後、平成 23  

年の東日本大震災を契機とした海岸堤防の堤防高や構造等の見直しや平成26年6月の海岸

法の一部改正や平成 27 年 2 月の海岸保全基本方針の変更に伴い、海岸保全基本計画を変

更してきた。 

令和 2 年 7 月の「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方検討委員会」からの提言を踏

まえ、令和 2 年 11 月に海岸保全基本方針の見直しが実施されたため、新たな海岸保全基

本方針に基づき、海岸保全基本計画を変更する必要がある。 

   

（２）業務の目的 

上記背景により福島県沿岸について、気候変動の影響を踏まえた海岸保全基本計画を策

定する計画であり、海岸保全基本計画の策定に必要な設計外力およびそれに伴う波高等の

算定を行う。 

 

（３）業務の課題 

① 気候変動を踏まえた影響が、現在の設計外力や近年の観測値に対する影響がまだ明確

に把握出来ていないこと。また、全国で気候変動を踏まえた検討が少ないこともあり、

算定方法に工夫が必要である。 

② 本県沿岸は、福島沿岸および仙台湾沿岸の二つの沿岸に分かれており、仙台湾沿岸は

宮城県とも共有しているため、両県で整合を取る必要がある。 

③ 業務範囲が広範囲であることから、波浪・高潮推算を行う上で必要な地形データの効

率的な収集・反映が必要であり、それらを用いた推算にも工夫が必要である。 

 

３ 評価テーマ 

（１）気候変動に伴う設計外力の検討にあたっての着目点 

 

 

 

（２）波浪・高潮推算による波高等の増大量を算定するにあたっての着目点 

 

 

 


